
２.令和 8年度 なごみかぜ工房・ＮＡＧＯＭＩカフェ 事業計画 

１.目 的 

  なごみかぜ工房は、障がいのある人たちが生まれ育ち、慣れ親しんだ地域の中でそれ

ぞれの特性に合った必要な支援（働く・健康・生きがい等）を受けつつ、ひとりの人と

して個性が尊重されながら暮らしが継続できるよう、ご本人及びご家族に必要な福祉

サービスを、利用者さん主体の立場に立って提供することを目的とする。 

 

２．基本の方針 

 なごみかぜ工房の主体は利用者さんであり、従業員はあらゆる場面で利用者さんの

支援者という事を基本とする。従業員は常に利用者さんに対する理解と愛情を持ち、支

援の内容について常に共通理解を深め、より良い支援の実施に努める。また、設備及び

財産の保全に努め、予算、経理の適正な執行に努める。 

 

３．支援の方針 

（１）利用者さんの基本的人権の尊重 

（２）利用者さんの主体性と自己決定を尊重 

（３）利用者さんの個性にあった支援を実施 

（４）利用者さんの安全を図るとともに、心身の健康の維持および増進に努める 

（５）利用者さんの自立に向けた支援を実施 

（６）家族及び地域との連携を深め、利用者さんの地域での暮らしを総合的に支援 

 

４．概 要 

(１) 設置・運営主体  社会福祉法人なごみかぜ 

(２) 開 設 年 月 日  平成１９年４月１日 

(３) 定 員  ３０人 

(４) 施     置  敷地面積 １,２９７㎡（工房）・６８４.５７㎡（カフェ） 

建  物 ３７６.４２㎡（工房）・１６８.９３㎡（カフェ） 

構  造 鉄骨作り 平屋建(工房)・木造２階建（カフェ） 

(５) 従 業 員 の 構 成    管理者          １名（サビ管兼務） 

                  サービス管理責任者    １名（管理者兼務） 

         職業指導員        ２名 

         生活支援員兼事務員    21名(工房 12人・カフェ 9人) 

         運転手                ２名 

                       清掃員                   １名 

 



５．具体的な支援内容 

(１) 就労継続支援事業の内容 

利用者さんの個性や適性に合った作業内容を提供し、主体性や自発性が発揮でき

るような支援に努める。また、実施にあたっては、地域と密接な連携をとりながら

実施する。 

 

具体的事業 ア．パン・焼き菓子・ジャム等の製造・販売 

      イ．雑貨製品の制作及び販売 

      ウ．各種下請け作業（各種資材袋入れ、ゴムのバリ取り、草刈り等） 

      エ．空き缶つぶし 

      オ．喫茶事業（カフェ） 

ア． パン事業：・令和七年度中旬よりスタッフ増加に伴いより良い支援の提供 

・主力部署として、工賃やボーナスの確保のため,販売先の見

直しを行い、新規開拓し売上げを伸ばしていく 

                    

イ． 下請作業：昨年度は終了してしまった企業もあったが、今年度は単価が良 

         く、みんなが参加できる下請け作業を見つけ工賃アップに繋げていく。 

 

現在の取引企業 

・藤 友 物 流（浜松）：ホテルや旅館のアメニティーセット 

(タオル・歯ブラシ等）の袋入れ 

・藤 本 商 会（浜松）：割りばし・つま楊枝・おしぼり等の袋入れ 

・大 野 加 工（袋井）：電子部品の組み立て作業 

・山 栄（袋井）：ヤマハのバイク部品の下請け 

（部品の袋入れ・ラベル貼り） 

・栄 進 ゴ ム（袋井）：車部品に使用されるゴムのバリ取り 

・ア プ ラ イ ズ（磐田）：アクリル製品の検品・袋詰め 

            （キーホルダー傷チェック・チェーン付け） 

・高橋いちご園（袋井）：冬から春にかけてのいちごの収穫にあわせた箱折り 

・遠 州 オ リ ー ブ（磐田）：約 2週間ほどの単発作業 

                剪定した枝より、葉をとり検品 

 

ウ． 空き缶つぶし（磐田）：地域の方々より頂いた空き缶をつぶし 

            リサイクルセンターへ搬入 

エ． 農業：果樹（ぶどう、ブラックベリ－、桑の実等）の栽培・販売 

 



オ．喫茶事業：ＮＡＧＯＭＩカフェ（堀越） 

     ・新メニュー開発 

     ・ワークショップの活性化 

     ・周年記念祭の充実及び事業所作品販売の強化 

(２) 健康診断 

 利用者さんの検便（全員）及び健康診断（任意）を実施する。 

(３) 行事 

 年間を通じて外出企画を年１回以上実施する。 

(４) 作業工賃の支給 

 毎月の作業収入の総額から、材料費や光熱水費などの必要経費を差し引いたもの 

 を利用者さんに支給する。 

 平均月額２１，０００円とする。（年度末賞与を含む） 

(５) 地域との関係 

 なごみかぜ工房が地域の一員である事を自覚し、地域社会の中で貴重な社会資源 

 となれるよう、地域の方々との交流や協働に努める。 

 ・製品をなごみかぜ工房内での販売 

 ・製品の移動（出張）販売 

 ・ボランティアさんの積極的受け入れ 

 ・広報誌の配布（ブログ・ＳＮＳでの発信） 

 ・地域交流会の実施（なごみ祭り１０月や偶数月のパンマルシェ） 

 ・地域の事業所からの仕事の受託 

 ・災害時には地域の福祉避難所として開設 

(６) 地域生活の支援 

 家庭との連絡を密にし、地域生活が充実されるよう必要な支援に努める。 

(７) 苦情解決体制 

 苦情解決体制基本要綱に基づき、解決責任者、第三者委員を置くとともに、苦情 

 受付箱を設置し、苦情への適切な対応に努め、利用者さんの権利を擁護し、日常 

 的に信頼関係を築き、サービスの質的向上に努める。 

(８) 関係機関との連携 

 関係機関との連携を密にし、サービスの質的向上に努める。 

(９) 会議の開催 

利用者さんの支援にあたり、支援会議を実施し常に目的、基本の方針、支援の方

針を確認し、サービスの質的向上に努める。 

 

 

 



(１０) 従業員の健康管理について 

従業員は、自ら心身共に健康な状態を維持するよう努める。 

(１１) 従業員は、日頃から人間性の涵養に努め、利用者の支援に関する知識、技術の 

  向上の為、自己啓発・研鑽に励む。 

 

６．日 課 

   ９：００－ ９：１５ 通所・ラジオ体操 

   ９：１５－ ９：３０ 朝礼・作業準備 

   ９：３０－１２：００ 作 業（内１０分間のお茶・トイレ休憩含む） 

  １２：００－１３：００ 昼食・休憩 

  １３：００－１５：３０ 作業・掃除（内１０分間のお茶・トイレ休憩含む） 

        １５：４５ 退   所 

 

７．年間行事計画 

   ５月 保護者会奉仕作業 

  １０月 なごみ祭り（地域交流会） 

  １０月 ふれあい広場参加 

  １１月 総合防災訓練 

   １月 新年の会 

   ２月 健康診断 

   ３月 おつかれさん会 

 

８．課 題 

  ・新規利用者さんの獲得→送迎ルートの再検討 

              特に磐田方面の送迎車に空席がある為、袋井方面と合わせ、

見直しし、効率の良いルートの再検討 

  ・利用者さんの働きやすい職場環境作り 

             →就労継続支援 B型としてではなく、利用者さんの  

“職場”としての環境作り 

・パン製造材料費の高騰につき、どのように利益を出していくのか検討していく 

  ・工賃やボーナスの確保の為パン販売のみならず、下請け作業の確保 

→低賃金・作業量の減少により新規下請け作業の検討 

  ・より良い支援提供の為のスタッフの育成 

パンマルシェ開催日程（予定） 

偶数月の第四土曜日 

１０：００~１２：００ 

 ・４月２5 日   

・６月２7 日 

 ・８月は猛暑の為休み 

・１０月２4 日(なごみ祭り) 

 ・１２月年末の為日程未定  

・２月２7 日 


